
（※１）集団指導ページ 

地域密着型サービス事業所 集団指導について 
 

集団指導は、介護サービスの質の確保や保険給付の適正化を目指し、国の指針や市の要綱に基づ

いて、介護事業者や従業員に対して市が実施することが定められています。 

次のとおり、地域密着型サービス事業所に対して集団指導を行いました。 

 

 

１．実施期間  令和６年１０月１０日(木)～１０月３１日(木) 

 

２．実施方法  入間市公式ホームページ（※１）にパワーポイント資料（音声解説付き）を公開 

 

 

 

 

３．指導内容  ①令和６年度介護報酬改定の主な事項 

          例）新たに規定された取組 

            算定要件の見直しのあった加算 

 

        ②過去の運営指導（実地指導）における主な指摘事項  

          例）記録の不整備 

加算の要件の確認不足 

         

③その他の注意事項  

  例）各種届出の方法等 

                 

４．対象事業所 入間市指定地域密着型サービス事業所 ２４事業所 

       （内訳）地域密着型通所介護      １２事業所 

           認知症対応型共同生活介護    ８事業所 

           小規模多機能型居宅介護支援   ３事業所 

           看護小規模多機能型居宅介護支援 １事業所 

 

５．周知方法  対象事業所にメールで周知 

 

６．受講確認  受講確認アンケート（※２）の回答をもって集団指導を受講したものとみなす 

 

（※２）受講確認アンケートフォーム 

資料２ 

（※１）入間市公式ホームぺージ＞ ホーム＞ 福祉＞ 高齢者福祉・介護＞ 介護保険＞ 
 サービス事業者の方へ＞ 令和 6 年度介護サービス事業所集指導について＞  
地域密着型サービス事業所向け集団指導 


